
議
員　

村
の
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
」
所
持
者
の
う
ち
、
障
害
年
金
受
給
者

は
何
人
か
。

福
祉
部
長　

手
帳
所
持
者
は
、
平
成
27
年

６
月
１
日
現
在
で
１
７
２
人
、
う
ち
年
金

受
給
者
は
89
人
、
52
％
で
あ
る
。

議
員　

報
道
に
よ
れ
ば
障
害
年
金
の
不
支

給
率
に
各
県
で
差
が
出
て
お
り
、
茨
城
県

は
23
・
２
％
で
、
全
国
ワ
ー
ス
ト
２
位
で

あ
る
。
村
は
ど
う
考
え
る
か
。

福
祉
部
長　

村
は
申
請
書
の
受
付
と
、
日

本
年
金
機
構
茨
城
事
務
セ
ン
タ
ー
へ
の
進

達
事
務
を
行
っ
て
い
る
が
、
支
給
・
不
支

給
の
判
定
に
は
関
与
し
て
い
な
い
。
こ
の

審
査
は
茨
城
事
務
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て
お

り
、
４
人
の
認
定
医
が
月
に
２
〜
５
回
、

障
害
等
級
の
認
定
を
す
る
。
申
請
書
類
等

の
確
認
は
、
事
務
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
行

い
、
認
定
医
の
等
級
認
定
を
経
て
決
定
が

下
さ
れ
る
。
各
県
で
の
差
の
原
因
を
憶
測

す
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
厚
労
省
等
の
検

討
の
動
向
を
注
視
し
つ
つ
、
障
が
い
者
か

ら
の
問
い
合
わ
せ
等
に
は
丁
寧
に
対
応

し
、
不
安
の
解
消
に
努
め
て
い
く
。

無
会
派　

相
沢　

一
正　

議
員

問　

障
害
年
金
申
請
の
際
の
窓
口
対
応
は
ど

う
か

答　

障
が
い
者
の
不
安
解
消
に
努
め
る

議
員　

第
３
次
行
財
政
改
革
と
第
４
次
行

財
政
改
革
と
の
相
違
と
特
徴
に
つ
い
て
伺

う
。

総
務
部
長　

基
本
的
に
大
き
な
相
違
は
無

い
。
第
４
次
行
革
は
、
第
５
次
総
合
計
画

後
期
基
本
計
画
と
の
整
合
性
を
図
る
た

め
、
３
年
と
短
期
で
あ
る
。

議
員　

第
３
次
行
革
と
第
４
次
行
革
の
相

違
は
、「
無
い
」
と
の
こ
と
だ
が
、
常
日

頃
か
ら
村
長
は
、「
ま
ず
職
員
一
人
ひ
と

り
の
意
識
改
革
が
必
要
」と
言
っ
て
い
る
。

一
番
の
相
違
は
、「
職
員
の
意
識
改
革
」

で
は
な
い
の
か
。
ど
の
よ
う
に
意
識
改
革

を
行
う
の
か
。

総
務
部
長　

議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
、
相

違
は
「
意
識
改
革
」
に
あ
る
。
村
長
か
ら

も
「
で
き
な
い
説
明
よ
り
、
や
る
方
法
を

考
え
る
」、「
ど
れ
だ
け
知
っ
て
い
る
か
で

は
な
く
、
ど
れ
だ
け
や
っ
た
か
」、「
管
理

職
が
率
先
し
て
行
動
」
な
ど
、
意
識
改
革

の
重
要
性
に
つ
い
て
訓
示
を
頂
い
て
お

り
、職
員
に
対
し
、啓
発
し
、研
修
を
行
う
。

議
員　

幹
部
の
方
々
は
職
員
に
目
的
・
問

題
意
識
を
も
っ
て
、
課
題
に
取
り
組
む
こ

と
を
常
日
頃
か
ら
啓
発
す
る
こ
と
。
意
識

改
革
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
一

番
重
要
で
あ
る
。

新
政
会　

吉
田　

充
宏　

議
員

問　

行
財
政
改
革
は
、
職
員
の
意
識
改
革
が

一
番
重
要

答　

意
識
改
革
の
重
要
性
を
職
員
に
対
し
啓

発
す
る

一
般
質
問
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